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平成３０年８月２８日 

平成３０年９月定例会議案概要

・第１０５号議案 越谷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例制定について 

個人番号を利用することができる市長が行う独自利用事務として、越谷市重度心身障害者医

療費支給に関する条例による医療費助成金の支給に関する事務を定めるもの。平成３１年１月

１日から施行 

【利用する特定個人情報】 

障害者関係情報・生活保護関係情報・地方税関係情報・国民健康保険給付関係情報等 

・第１０６号議案 越谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条

例の一部を改正する条例制定について 

越谷市自殺対策連絡協議会を設置することに伴い、委員＊の報酬等を定めるもの。平成３０

年１０月１日から施行 

【報酬（日額）】 ６,０００円  【費用弁償（１日につき）】 ２,５００円 

＊ 委員（参考）：２５人以内、任期２年 

≪学識経験者、保健医療関係者、法務関係者、学校教育関係者、産業労働関係者、 

福祉関係者、自殺対策に関する活動を行っている民間団体の代表者、公募による市民、 

関係行政機関の職員、その他自殺対策に関し市長が必要と認める者≫ 

・第１０７号議案 越谷市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定について 

  国民健康保険事業の安定した運営に資するため、国民健康保険税の課税額の改定等を行うも

の。平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度以後の年度分から適用 

⑴ 国民健康保険税の課税額の改定 

① 医療分（参考） 

 【所得割】現行（変更なし：８.２％） 

 【均等割】現行（変更なし：２６,５００円） 

② 後期高齢者支援金等分 

 【所得割】現行（改定前）：１.７％ → 改定後：２.２％ 

 【均等割】現行（改定前）：７,５００円 → 改定後：９,０００円 

③ 介護納付金分 

 【所得割】現行（改定前）：１.７％ → 改定後：１.９％ 

 【均等割】現行（改定前）：８,５００円 → 改定後：９,５００円 

 ⑵ 国民健康保険税の課税限度額の引上げ 

  ① 医療分         改正前：５４０,０００円  →  改正後：５８０,０００円 

  ② 後期高齢者支援金等分  （変更なし：１９０,０００円） 

  ③ 介護納付金分      （変更なし：１６０,０００円） 

越 谷 市
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・第１０８号議案 越谷市立保育所設置及び管理条例等の一部を改正する条例制定につ

いて 

越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業の換地処分及び町の区域の変更により、新たな地

番が設定されることに伴い、施設の位置を改めるもの。越谷都市計画事業東越谷土地区画整理

事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行 

⑴ 越谷市立保育所設置及び管理条例 

名 称 変更前 
→

変更後 

増林保育所 東越谷八丁目１８０番地 東越谷八丁目４１番地１ 

⑵ 越谷市夜間急患診療所設置及び管理条例

名 称 変更前 
→

変更後 

夜間急患診療所 東越谷十丁目８１番地 東越谷十丁目３１番地 

⑶ 越谷市保健所条例 

名 称 変更前 
→

変更後 

保健所 東越谷十丁目８１番地 東越谷十丁目３１番地 

・第１０９号議案 越谷市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例制定について 

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（省令）の一部が改正されることに伴い、サテ

ライト型養護老人ホーム（本体施設とは別の場所で運営される入所定員が２９人以下の養護老

人ホームをいう。）を設置することのできる本体施設に養護老人ホームを追加する等、省令に

従い、同様の改正を行うもの。平成３０年１０月１日から施行 

・第１１０号議案 越谷市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例制定について 

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準（省令）の一部が改正されること

に伴い、介護医療院の管理者が検体検査を委託する際の基準について、省令を参酌し、同様の

改正を行うもの。平成３０年１２月１日から施行 

・第１１１号議案 越谷市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条

例制定について 

埼玉県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の一部が改正されることに伴い、 

一定の所得＊を超える受給者に対し医療費助成金を支給しない等、所要の改正を行うもの。 

平成３１年１月１日から施行（現受給者は平成３４年１０月１日から適用） 

＊ 所得限度額 扶養親族等の数 所得制限限度額 給与収入換算額 

０人 ３,６０４,０００円 ５,１８０,０００円

１人 ３,９８４,０００円 ５,６５６,０００円

２人 ４,３６４,０００円 ６,１３２,０００円

３人 ４,７４４,０００円 ６,６０４,０００円

４人 ５,１２４,０００円 ７,０２７,０００円

５人 ５,５０４,０００円 ７,４４９,０００円
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・第１１２号議案 越谷市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

⑴ 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業の換地処分及び町の区域の変更により、新たな

地番が設定されることに伴い、越谷市立病院の位置を改めるもの《越谷都市計画事業東越谷

土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行》 

変更前：東越谷十丁目４７番地１ 

変更後：東越谷十丁目３２番地 

⑵ 地方自治法の一部が改正されることに伴い、引用条項の改正を行うもの《平成３２年４月

１日から施行》 

改正前：地方自治法第２４３条の２第８項 

改正後：地方自治法第２４３条の２の２第８項 

・第１１３号議案 越谷市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

⑴ 選定療養＊に係る初診に要する額を改めるもの《平成３１年１月１日から施行》 

改定前：１,５００円 → 改定後：２,９００円 

＊ 選定療養とは 

医療サービスの中で、被保険者の選定に委ねられるサービスとして厚生労働大臣が

定めたもの 

＊ 選定療養の種類 

① 大病院（２００床以上）の初診（他の病院や診療所からの文書による紹介がある

場合、救急搬送された場合等を除く。） 

② 特別の療養環境（差額ベッド） 

③ 予約診療 

     ④ 時間外診療 など 

 ⑵ 条文整備（厚生労働省告示の題名を改めるもの）《公布の日から施行》 

改正前：厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養 

改正後：厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養 

・第１１４号議案 越谷市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

建築基準法の一部が改正されることに伴い、新たに手数料を新設するもの。公布の日から施

行 

⑴ 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料  ２７,０００円 

 （接道規制の適用除外に係る建築の認定の申請に対する審査） 

⑵ 仮設建築物建築許可申請手数料   １６０,０００円 

（仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例の申請に対する審査） 
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・第１１５号議案 越谷都市計画事業東越谷土地区画整理事業施行規程の一部を改正す

る条例制定について 

越谷都市計画事業東越谷土地区画事業の換地処分に伴う清算金に関し、一定の要件に該当す

る者について、分割納付の期限を延長することができるよう改めるもの。公布の日から施行 

    （参考）現行の清算金の分割納付について 

清算金額 納付期間 分割回数 

５万円～１５万円未満 半年以内 ２ 

１５万円～３０万円未満 １年以内 ３ 

３０万円～４５万円未満 ２年以内 ５ 

４５万円～６０万円未満 ３年以内 ７ 

６０万円～７５万円未満 ４年以内 ９ 

７５万円以上 ５年以内 １１ 

・第１１６号議案 橋梁耐震整備工事（千代田橋）請負契約の締結について 

 ⑴ 契約の目的：橋梁耐震整備工事（千代田橋） 

 ⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約 

 ⑶ 契 約 金 額：３億４,４５２万円 

 ⑷ 履 行 期 限：平成３１年３月１５日 

 ⑸ 契約の相手方：池中建設株式会社 

 ⑹ 工事の内容：橋脚補強工（一式）、橋脚基礎補強工（一式）、 

⑹ 工事の内容：水平力分担構造装置工（一式）、落橋防止構造装置工（一式） 

・第１１７号議案 御料堀ポンプ場長寿命化改修工事（電気設備）請負契約の締結につ

いて 

 ⑴ 契約の目的：御料堀ポンプ場長寿命化改修工事（電気設備）

 ⑵ 契約の方法：総合評価一般競争入札による契約

 ⑶ 契 約 金 額：３億７３万６,８００円

 ⑷ 履 行 期 限：平成３２年３月１３日 

 ⑸ 契約の相手方：大久保・明協経常建設共同企業体 

 ⑹ 工事の内容：受変電設備（一式）、自家発電設備（一式）、 

⑹ 工事の内容：制御電源及び計装用電源設備（一式）、負荷設備（一式）、 

⑹ 工事の内容：計装設備（一式）、監視制御設備（一式） 

・第１１８号議案 市道路線の廃止について 

終点変更１路線、延長８７.２０ｍを廃止するもの。 

・第１１９号議案 市道路線の認定について 

終点変更１路線、私道の寄附３路線、宅地造成に伴い帰属したもの２０路線、合計２４路線、 

延長１,６７９.８０ｍを認定するもの。 
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・第１２０号議案から第１２８号議案まで 

平成３０年度越谷市一般会計補正予算（第１号）について ほか補正予算８件 

・第１２９号議案から第１３９号議案まで 

  平成２９年度越谷市一般会計歳入歳出決算認定について ほか決算認定１０件 

【問い合わせ】総務部法務課

       電話 ０４８－９６３－９１３０


